
 

 

 

 

 

大阪第６地方合同庁舎（仮称）ヘリポート設置事業環境影響評価方法書に関する市長意見 

 

本事業に係る環境影響評価方法書について、本市環境影響評価専門委員会の検討結果報

告書の内容を踏まえて検討し、事業者が考慮すべき事項を次のとおり取りまとめた。 

環境影響評価の実施にあたっては、次に掲げる事項並びに同報告書の趣旨に十分配慮し

て実施されたい。 
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〔全般的事項〕 

事業計画地及び飛行ルート周辺の環境保全施設への騒音による影響を低減するため、

ヘリコプターの飛行高度やルート、運用方法等について十分に検討を行い、その内容を

準備書に記載すること。 

 

〔騒音・低周波音〕 

予測地点については、調査地点と同じとしているが、飛行ルート周辺における環境保

全施設の立地状況を踏まえ地点を追加すること。 


